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承

認

和
解
に
関
す
る
専
決
処
分
の
報
告

報

告

平
成
27
年
度
橿
原
市
土
地
開
発
公

社
事
業
計
画
の
報
告

討

論

　

次
の
議
案
に
つ
い
て
討
論
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

橿
原
市
議
会
委
員
会
条
例
の
一

部
改
正

日
本
共
産
党

こ
の
改
正
は
、
事
務
方
ト
ッ
プ

で
あ
り
教
育
委
員
の
１
人
で
あ
る

教
育
長
が
、
教
育
委
員
長
を
兼

ね
た
ポ
ス
ト
に
な
る
も
の
で
あ
り
、

地
方
教
育
行
政
法
の
大
改
悪
で
あ

る
。
戦
前
教
育
の
反
省
か
ら
生
ま

れ
た
国
や
首
長
の
支
配
を
受
け
な

い
独
立
性
を
壊
し
、
任
期
も
４
年

か
ら
３
年
に
短
く
な
る
。
新
教
育

長
は
、
首
長
が
議
会
の
同
意
を
得

て
任
命
す
る
が
、
こ
れ
は
教
育
内

容
へ
の
介
入
、
支
配
、
上
意
下
達

へ
の
道
を
開
く
の
は
明
ら
か
で
あ

り
反
対
す
る
。

橿
原
市
行
政
手
続
条
例
の
一
部

改
正

日
本
共
産
党

異
議
申
立
て
に
代
わ
る
再
審
査

の
請
求
が
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
で
は
異
議
申
立
て
が
行
わ
れ

た
処
分
庁
に
よ
る
検
証
、
参
考
人

の
陳
述
、
鑑
定
の
要
求
、
審
理
員

に
よ
る
処
分
庁
や
審
理
請
求
人
へ

の
質
問
が
行
わ
れ
な
い
。
ま
た
審

理
請
求
人
が
最
高
級
長
は
大
臣

で
あ
る
た
め
、
地
方
か
ら
の
上
京

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
不
服
申
立

て
は
物
理
的
に
も
、
精
神
的
に
も
、

国
民
か
ら
遠
い
存
在
と
な
る
。
国

民
の
権
利
、
利
益
の
救
済
に
と
っ

て
後
退
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
国
税
通
則
法
で
は
再
調
査

請
求
と
は
別
に
、
税
務
調
査
の
一

環
と
し
て
罰
則
つ
き
の
質
問
検
査

に
基
づ
い
て
再
調
査
が
既
に
存
在

し
て
い
る
。
納
税
者
が
こ
れ
ら
と

混
同
し
て
不
服
申
立
て
を
躊
躇
す

る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
。
以
上
の

こ
と
を
指
摘
し
て
反
対
す
る
。

橿
原
市
の
一
般
職
の
職
員
の
退

職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

日
本
共
産
党

退
職
手
当
の
水
準
が
低
下
す
る

と
、
調
整
額
を
引
き
上
げ
て
現
行

よ
り
増
額
し
て
い
る
よ
う
に
帳
尻

を
合
わ
せ
て
は
い
る
が
、
26
年
度

末
の
退
職
者
と
比
較
し
て
、
７
号
、

８
号
級
の
職
員
で
言
え
ば
、
給
与

月
額
は
現
行
よ
り
２
％
引
き
下
げ

ら
れ
、
約
１
０
０
万
円
の
減
額
と

な
る
。
給
与
制
度
の
総
合
的
見

直
し
で
、
給
与
月
額
を
引
き
下
げ

る
と
支
給
基
準
が
低
下
す
る
の
で
、

民
間
労
働
者
の
退
職
給
与
の
引
き

下
げ
に
つ
な
が
る
。
官
民
の
労
働

条
件
が
悪
く
な
り
、
実
質
賃
金
19

カ
月
下
が
り
続
け
て
い
る
悪
循
環

に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
し
か
な

ら
な
い
た
め
反
対
す
る
。

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
理
等
に
関
す
る
条

例
の
制
定日

本
共
産
党

教
育
委
員
長
と
教
育
長
を
一
本

化
し
、
地
方
自
治
体
の
首
長
が
直

接
任
命
す
る
新
教
育
長
を
教
育
委

員
会
の
ト
ッ
プ
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
教
育
委
員
会
か
ら
教
育
長
の

任
命
権
や
罷
免
権
、
指
揮
監
督
権

を
奪
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
首

長
が
総
合
教
育
会
議
を
設
置
し
て
、

教
育
の
振
興
に
関
す
る
大
綱
を
定

め
る
。
教
育
委
員
会
は
形
だ
け
の

も
の
に
な
り
、
教
育
内
容
に
首
長

が
踏
み
込
む
こ
と
も
可
能
と
な
る
。

教
育
の
政
治
的
中
立
性
を
脅
か
し
、

憲
法
が
保
障
す
る
教
育
の
自
由
と

自
主
性
を
侵
害
す
る
こ
と
か
ら
反

対
す
る
。

橿
原
市
立
幼
稚
園
保
育
料
及
び

入
園
料
条
例
の
一
部
改
正

日
本
共
産
党

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
応
能
負
担

を
導
入
し
保
育
料
を
定
め
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
保
育
料
を

条
例
改
正
で
改
定
す
る
の
で
は
な

く
、
規
則
で
定
め
る
こ
と
も
認
め

ら
れ
な
い
。
現
行
条
例
の
施
行
に

関
し
て
、
教
育
委
員
会
に
よ
り
定

め
ら
れ
て
い
た
必
要
事
項
を
市
長

が
改
正
す
る
と
い
う
内
容
に
な
っ

て
お
り
反
対
す
る
。

橿
原
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
改
正

日
本
共
産
党

地
方
税
法
改
正
に
よ
り
、
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
、
介
護
納
付
金

分
、
そ
れ
ぞ
れ
２
万
円
ず
つ
上
限

額
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
現
在
77
万

円
の
上
限
額
が
81
万
円
に
引
き

上
げ
ら
れ
る
改
正
と
な
っ
て
い
る
。

来
年
度
は
、
さ
ら
に
上
限
を
引
き

上
げ
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
お
り
、

影
響
は
４
１
１
世
帯
、
９
７
４
万

円
に
も
及
ぶ
。
減
免
制
度
を
拡
充

し
収
納
率
を
上
げ
て
財
源
を
確

保
す
る
こ
と
。
ま
た
、
一
般
会
計

か
ら
繰
入
分
を
増
や
す
な
ど
し
て
、

値
上
げ
は
し
な
い
こ
と
を
提
案
し

て
反
対
す
る
。

橿
原
市
保
育
所
に
お
け
る
保
育

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

日
本
共
産
党

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
20

条
で
保
育
時
間
は
月
を
単
位
に

定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

１
日
の
利
用
制
限
に
つ
い
て
は
規

定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
短

時
間
利
用
の
コ
ア
タ
イ
ム
を
設
定

し
て
、
延
長
時
間
の
保
育
料
を
徴

収
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
保

育
料
は
規
則
で
は
な
く
、
条
例
に

明
記
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
反
対
す
る
。

橿
原
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

改
正

日
本
共
産
党

今
回
の
改
正
で
は
基
準
額
を
３
，

８
０
３
円
か
ら
約
26
％
引
き
上

げ
４
，
７
７
８
円
と
す
る
内
容
と

な
っ
て
い
る
。
高
齢
者
は
年
金
の

実
質
引
き
下
げ
な
ど
で
生
活
が
厳

し
く
な
っ
て
お
り
、
保
険
料
引
き

上
げ
は
さ
ら
な
る
生
活
苦
と
な
る
。

10
億
円
あ
る
基
金
を
十
分
に
取
り
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